
程第3条第1項第1号、第7条第1項、第2項違反）1件5人
・　利害関係者から無償で役務の提供を受けたもの（倫理規程第3条第1項第4号違反）
4件13人
・　利害関係者から無償で役務の提供を受け、飲食の供応接待を受けたもの（倫理規程
第3条第1項第4号、第6号違反）1件7人
・利害関係者から飲食の供応接待を受けたもの（倫理規程第3条第1項第6号違反）1件
2人
・　利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応接待
及び財産上の利益の供与を受けたもの（倫理規程第5条第1項違反）1件2人
・　利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の
供与を受けたもの（倫理規程第5条第1項違反）1件3人

 第4章 公務員倫理をめぐる状況と今後の課題
倫理審査会では、平成12年4月の倫理法等の全面施行以降、各府省と連携しつつ、倫理保持
のための各種施策を講じてきた。違反事案数は、前章で述べたとおり、近年はかつてと比べれ
ば比較的低水準となっており、特に倫理法制定の契機となったような重大な違反事案は少な
く、倫理審査会の講じてきた施策が一定の効果を上げているものとも考えられる。ただし、違
反事案の数は毎年増減を繰り返しながら依然として一定数は発生していることから、いまだ全
ての職員に倫理法の精神が徹底されているとは言えない状況にあることは確かであり、引き続
き取組を強化していく必要がある。
本編の冒頭で述べたとおり、倫理審査会では、「職員の倫理意識の涵養」、「倫理的な組織風
土の構築」、「不祥事への厳正な対応」を三つの主要な倫理保持施策としており、今までの対応
状況等を踏まえながら、今後、次のような取組を進めていく。
（1）倫理研修の計画的・定期的な実施

平成25年に行った倫理研修の実施結果に関する調査によれば、平成24年度における各
府省の倫理研修の受講者数（延べ人数）の在職者数に占める割合は、倫理審査会が作成し
た一般職員用自習研修教材の活用等によって、前年度と比較して大幅に増加した（平成
23年度91.7％→平成24年度159.1％）が、その一方で、倫理研修の受講状況は府省間でか
なりばらつきがあることが認められる。また、前述の職員アンケート調査（図6）によれ
ば、最後に倫理研修を受講してから5年以上経過している職員及び一度も受講したことが
ない職員は依然13.3％と一定の割合を占めていることが認められる。
職員の倫理意識の涵養のためには、全職員に対して、倫理研修の計画的・定期的な実施

の促進を図っていくことが極めて重要であり、倫理審査会としても、利用しやすい各種研修
教材の開発・配付に努めるとともに、引き続き、各府省に対して、所属職員に積極的に受講
機会を付与するよう求めていくこととしている。その際、倫理法等の違反事案が相対的に地
方機関等で多く発生していることに鑑み、各府省の倫理監督官のみならず各地方機関等の長
においても、主体的に取組を進めていくことが肝要であると考えている。また、研修の内容
面においても、単に倫理法等の知識の付与・確認を行うだけにとどまらず、事例研究やディ
スカッションを通じて、より高い倫理感の醸成を目指すものにする必要がある。
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（2）通報制度の活用推進
通報窓口については、公務員倫理ホットラインのほか、全ての府省で内部通報窓口が設
置されており、多くの府省ではこれに加えて弁護士事務所等の外部通報窓口を設けるなど
しているが、前述のとおり、その認知度は必ずしも高くなく、通報窓口が十分に活用され
ているとは言い難い状況にある。
通報制度は、違反事案の早期発見、さらに違反行為に対する抑止効果という面におい
て、倫理的な組織風土の構築のためには極めて有効な制度であり、通報制度が持つこのよ
うな効果や、通報者の氏名等が窓口限りにとどめられること、通報したことによる不利益
な取扱いが禁止されていることなどについて職員の理解を深めること等を通じて、通報制
度に対するマイナスイメージや不安感を払拭し、倫理審査会と各府省が連携して、通報制
度が十分に活用されるための環境整備を進めることが重要である。

（3）政策目標とその達成への取組
倫理審査会では、各種の倫理保持施策の効果を測るため、政策評価において測定指標と
して数値目標を設定している。数値目標の設定に当たっては、でき得る限り高い理想を目
指して高い水準に設定しているところであり、数値目標の達成状況を把握しながら、随
時、その結果の分析、フィードバックを行って、評価結果を適切に施策に反映させること
が重要であると考えている。

来る平成26年度は、倫理審査会が設置され、また、倫理法等が全面施行されてから15周年
の節目を迎える。倫理審査会としては、今までの職員の倫理の保持の状況等について十分に検
証等を加えながら、公務に対する国民の信頼を確保するという倫理法の目的の達成に向けて、
積極的に取り組んでいきたい。

第4章 公務員倫理をめぐる状況と今後の課題
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第2編　補足資料

指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出件数（平成24年度　各府省等別内訳）
（単位：件）（単位：人）

態様

府省等

金銭、物品等の供与 飲食の提供等 報　酬 合　計 【参考】
在職者数
（常勤）

うち
2 万円超

うち
2 万円超

うち立食
パーティー

うち
2 万円超

うち
2 万円超

会計検査院 27 27 1 1 28 1 1,241

人事院 2 1 1 3 1 620

内閣官房 1 3 1 2 29 25 33 26 715

内閣法制局 1 8 3 3 12 3 73

内閣府 1 13 1 11 38 22 52 23 2,280

公正取引委員会 10 1 10 1 780

国家公安委員会 1 6 5 15 13 22 13 
8,099

警察庁 1 17 16 18 16 36 16

金融庁 1 45 6 37 46 6 1,527

消費者庁 5 5 7 4 12 9 259

復興庁 1 2 2 3 2 109

総務省 4 7 2 49 18 60 18 4,979

消防庁 8 6 8 6 158

法務省 22 2 64 1 50 364 208 450 211 50,093

公安調査庁 5 5 5 5 1,502

外務省 4 2 168 17 9 20 13 192 32 5,576

財務省 4 21 20 67 43 92 43 14,999

国税庁 26 26 26 56,390

文部科学省 1 197 6 160 23 12 221 18 1,927

文化庁 12 17 5 12 14 12 43 17 223

厚生労働省 5 3 60 1 51 140 74 205 78 30,916

中央労働委員会 1 1 1 108

農林水産省 9 170 11 152 3 182 11 17,351

林野庁 37 1 36 8 5 45 6 456

水産庁 11 11 11 886

経済産業省 54 1 32 1 55 1 4,095

資源エネルギー庁 5 1 3 5 1 1,218

特許庁 76 5 76 76 5 2,734

国土交通省 4 754 9 747 7 1 765 10 40,353

観光庁 41 7 36 41 7 102

気象庁 1 1 2 1 3 1 5,178

運輸安全委員会 3 3 3 168

海上保安庁 88 88 3 1 91 1 12,515

環境省 14 2 10 2 1 16 3 1,443

原子力規制委員会 1 1 1 1 －

小　計 89 13 1,934 75 1,624 831 488 2,854 576

国立病院機構 45 44 653 596 698 596 55,534

合　計 89 13 1,979 75 1,668 1,484 1,084 3,552 1,172

（注）1　報酬とは、原稿料、講演料等である。
2　報告書の提出のない府省等は省略した。
3　在職者数については、総務省人事・恩給局「一般職国家公務員在職状況統計表」（平成24年7月1日現在）による。ただし、（独）国
立病院機構については、平成25年4月1日現在における公表値。
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